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DNA/RNAなどの塩基配列を⼀例とするデジタル配列情報(Digital
Sequence Information ,DSI)について利益配分の必要性が、2018年の⽣物多様性条約第13回締約国会議(COP13)
により、提案され、⻑年の議論が開始された。2022年のCOP15にて、DSIの多数国間メカニズムの作成が決定
された。2024年コロンビア・カリで開催されたCOP16によりその運⽤⽅法が議論された。当初は、学術分野か
らも⾦銭的利益配分の対象となったり、データーベースに提出する情報にはそれぞれの提供国の許可が必要と
されるなどの、運営が困難な条項が⾒受けられた。しかしながら、議論の末、学術からは⾦銭的利益配分は期
待されない、データベースに対しては過度な規制は避けることができた。しかしながら、対象となるDSIの範囲
などは決定されなく、課題は残った。本発表では、COP13からCOP16に⾄る過程を解析するとともに、残され
た課題について議論を⾏う。

背景
ABSとDSIについて

研究で⽤いられる植物・動物・微⽣物等を遺伝資源(Genetic 
Resources)と呼び、
1993年採択の⽣物多様性条約において、海外からの遺伝資源
を利⽤するときには、出た利益を提供者に配分する義務アク
セスと利益配分(Access and Benefit-Sharing: ABS）が決めら
れた。

2010年名古屋で開催された⽣物多様性条約第10回締約国会議
(COP10)にて、ABSの国際ルールである名古屋議定書が採択さ
れた。各国ABSに関する国内法の整備が⾏われ、⽇本では2017
年に名古屋議定書の締約国となった。

その後、2016年 COP13（メキシコ）において、
DNAの塩基配列を⼀例とする、遺伝資源に関する情報を
デジタル遺伝情報（Digital Sequence Information; DSI)とよび、
DSIに関しても利益配分の必要性の議論が開始。

2022年 COP15.2（モントリオール）にて、DSIの多国間メカ
ニズムの創設が決定。
2024年COP16がコロンビア・カリにて開催された

COP16の
決定

• DSIの利益配分に関する多国間メカニズ
ムは締約国会議の権限の下、国際基⾦で
あるカリ基⾦の創設が決定。

• 基⾦への拠出はDSIの利⽤者であって⼀
定以上規模のものが利益の１％⼜は売上
の0.1％を⽬安として国際基⾦に拠出を推
奨

• 学術の基⾦への供出適⽤外を確保

• データベースへの過度の負担はない
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